
修
繕
や
維
持
管
理
の
基
礎
を
学
ぶ

□日
11
月
８
日
㈯　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

□所
市
民
会
館

□対
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
役
員
、
マ
ン
シ
ョ
ン

居
住
者
な
ど　

□定
50
人　

申
し
込
み
順

□申
□詳
氏
名
、
住
所
、
マ
ン
シ
ョ
ン
名
、
電
話
番

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
基
礎
セ
ミ
ナ
ー

不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
す

樽
前
小
学
校
に
入
学
・
転
入
学
す

る
児
童
を
募
集

せ
ん
定
枝
の
無
料
収
集
の
受
付
は

11
月
17
日
㈪
ま
で

市
で
は
不
法
投
棄
パ
ト
ロ
ー
ル
や
投
棄
物
の
調

査
を
し
、
警
察
へ
通
報
し
て
い
ま
す
。
不
法
投

棄
は
、
「
廃
棄
物
の
処
理
お
よ
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
」
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
違
反
し

た
場
合
は
、
５
年
以
下
の
懲
役
や
１
千
万
円
以

下
の
罰
金
を
科
さ
れ
る
重
大
な
犯
罪
で
す
。
有

力
な
情
報
を
ご
存
知
の
方
は　

苫
小
牧
警
察
署

（
35
）０
１
１
０　

不
法
投
棄
110
番　

（
53
）

０
５
３
０
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
不

法
投
棄
は
同
じ
場
所
に
繰
り
返
し
捨
て
ら
れ
る

傾
向
が
あ
り
ま
す
。
空
き
地
な
ど
を
所
有
、
管

理
し
て
い
る
方
は
、
雑
草
の
除
去
、
枝
木
の
せ

ん
定
、
進
入
防
止
対
策
な
ど
を
行
い
、
適
切
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す

□詳
市
清
掃
事
業
課　

（
55
）４
０
７
７

収
集
日
市
が
指
定
す
る
第
３
、
４
、
５
水
曜
日

□対
１
ｍ
以
内
に
切
り
そ
ろ
え
、
１
ｍ
以
内
の
ひ

も
で
束
に
し
た
家
庭
か
ら
出
る
せ
ん
定
枝

□申
□詳
電
話
で　

清
掃
事
業
課　

（
55
）４
０
７

７

９
時
40
分
〜
11
時
55
分　

直
接
学
校
へ

□申
11
月
４
日
㈫
〜
28
日
㈮
に
所
定
の
応
募
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
樽
前
小
学
校　

（
67
）３
７
５
５

□詳
学
校
教
育
課　

（
32
）６
７
４
２

号
を
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で　

建
築
指
導
課

（
32
）６
５
２
７　

（
32
）２
８
８
２

樽
前
小
学
校
は
、
区
域
外
か
ら
の
通
学
が
可
能

な
特
認
校
で
す
。
「
少
人
数
指
導
、
豊
か
な
自

然
、
地
域
の
人
々
と
の
交
流
」
と
い
う
教
育
環

境
で
子
ど
も
を
学
ば
せ
て
み
ま
せ
ん
か

募
集
人
員
新
１
年
生
＝
５
人
、
新
２
年
生
・
新
３

年
生
＝
若
干
名　

※
保
護
者
同
伴
に
よ
る
児
童

の
面
接
あ
り
。
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

入
学
条
件
●
自
宅
か
ら
学
校
ま
で
の
通
学
時
間
が

概
ね
１
時
間
程
度
ま
で　

●
特
認
校
の
目
的
や

教
育
内
容
か
ら
、
心
身
に
障
が
い
を
有
し
な
い

こ
と　

●
通
年
通
学
が
で
き
る
こ
と

学
校
説
明
会
・
授
業
公
開
11
月
８
日
㈯　

９
時
30
分

〜
12
時
30
分　

直
接
学
校
へ

学
校
見
学
会
11
月
４
日
㈫
、
13
日
㈭　

い
ず
れ
も

暮　

ら　

し

農
地
の
利
用
状
況
調
査
に
ご
協
力
を

農
地
法
に
よ
り
毎
年
す
べ
て
の
農
地
の
利
用
状

況
を
調
査
し
、
把
握
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

調
査
期
間
11
月
中

調
査
方
法
農
業
委
員
が
巡
回
し
、
農
地
を
調
査

□詳
農
業
委
員
会　

（
32
）６
４
５
３

秋
の
家
庭
教
育
学
習
会

「
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
た
め
の
家
庭
教
育

の
在
り
方
」
に
つ
い
て
講
演
、
懇
談
な
ど

□日
□所
●
11
月
11
日
㈫
＝
住
吉
児
童
セ
ン
タ
ー　

●
12
日
㈬
＝
大
成
児
童
セ
ン
タ
ー　

●
13
日
㈭

臨
時
福
祉
給
付
金
お
よ
び
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
は
お
早
め
に
！
（
平
成
27
年
１
月
８
日
締
切
）　

 

詳
細　

社
会
福
祉
課　

（
84
）４
０
６
６

市HPアドレス、市役所の住所、連絡先などは23ページをご覧ください

法律相談

夜間心配
ごと相談

と　き
申し込み・詳細内容・会場

23日㈰　９時～12時
市民活動センター

27日㈭　13時30分～19時

社会福祉協議会36-5633 32-
7111

定員
　　　　  ４日㈫から市民活動センター
で内容を話して相談券を受け取ってくだ
さい。来られない場合はご連絡ください

11月の無料相談

11日㈫　18時～20時

総務省行政相談所
直接会場へ

７人　申し込み順
岡田 秀樹
弁護士

28日㈮　９時30分～12時（１人20分）

10日㈪　13時～15時

市民自治推進課 32-6152

法律無料相談
大谷和広弁護士による
法律に関する相談
市民活動センター

男女平等参画推進協議会
16日㈰　10時～13時

家庭、離婚、相続、金銭貸借などの問
題　※直接市民活動センターへ

84-4052市男女平等参画課

市民相談所　　33-2345では、平日の８時45分から
17時15分まで心配ごと相談を受け付けています

32-3610

消費生活・多重債務に
ついての相談
消費者センター（市民活動センター） 多重債務＝ 32-6119

月～金曜日＝９時～17時　第１・３土
曜日＝10時～15時（祝日を除く。第２
・４金曜日は20時まで） 消費生活＝
33-6510

国の行政全般についての相談
市役所２階　談話室

一日こども相談
申し込み

申し込み

申し込み

申し込み

19日㈬　10時～16時
電話で　室蘭児童相談所

0143-44-4152
32-6369

市こども支援課
18歳までの子どもとその家族に
関するあらゆる相談
市役所１階

定員
申し込み

困りごとなんでも特設相談所
いじめ、差別、家庭内暴力、不動
産・金銭トラブルなどの相談
札幌法務局苫小牧支局２階会議室

20日㈭　９時30分～12時30分
なし　申し込み順　予約制

34-7151
電話で 札幌法務局苫小牧支

局総務課

行政書士会くらしの無料相談会
遺言、相続、成年後見人制度、国際
結婚・離婚などの相談

無料
市民相談
市民相談所
（市民活動センター）

電話で　山崎行政書士事務所

広　　告
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